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第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務委託にかかる

公募型プロポーザル募集要領

１ 趣旨

この募集要領は、第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務を行う契約の相手方

となる候補者（以下「契約候補者」という。）を公募型プロポーザル方式により選定す

るに当たり、必要な事項を定めるものとする。

２ 業務の概要

（１）委託業務名：第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務

（２）業務内容 ：第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務委託仕様書のとおり

（３）契約期間 ：契約締結日から令和１０年３月１５日（水）まで（２か年）

（４）予定価格 ：５，７４７，５００円（税抜）

６，３２２，２５０円（消費税及び地方消費税の額を含む）

（５）支払方法 ：年払いとし、各年度の成果品納品後に行う。

３ プロポーザルの方式

公募型プロポーザル方式とする。

４ プロポーザル選定委員会の設置

契約候補者の選定は、第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務プロポーザル選

定委員会設置要領に定める選定委員会が行うものとする。

５ 契約候補者等決定までの流れ

（１） プロポーザルへの参加を希望する者は、指定期日までに市に第４次春日部市男女

共同参画基本計画策定業務提案書（以下「業務提案書」という。）等を提出するも

のとする。

（２） 市は、提出された業務提案書等について内容の審査を行ったうえで、総合的に最

も優れた内容であると認められた者を選定する。

（３） 市は、選定の結果、得点が上位１位となった者を「契約候補者」、上位２位とな

った者を「次点者」として選定し、まず契約候補者と期間を定めて業務提案書等の

内容をもとに契約締結に向けて契約条件等について協議を行うものとする。

（４） 上記（３）の期間内に市と契約候補者との協議が整わない場合は、市は次点者と

協議を行うものとする。

（５） 契約までの日程については、「７ 日程及び提出書類等」のとおりとする。

令和８年度

男女共同参画に関する市民意識調査支援業務

２，６３４，５００円（税抜）

２，８９７，９５０円（消費税及び地方消費税の額を含む）

令和９年度

男女共同参画基本計画策定業務

３，１１３，０００円（税抜）

３，４２４，３００円（消費税及び地方消費税の額を含む）
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６ 参加資格

このプロポーザルに参加しようとする者は、春日部市契約規則（平成１７年規則第

１２６号）を遵守した上で、次のすべての要件を満たさなければならない。

（１） 令和７・８年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に「その他の業務

（集計・調査、企画研究、計画策定業務）」の業種に登録のある者であり、次の要

件を満たす者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。

イ 春日部市契約規則（平成１７年規則第１２６号）第１５条の規定により入札の参

加資格の排除を受けていない者であること。

ウ 公告日以後に、春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（令和３年要綱

第３６号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立てがさ

れている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けているものを除く。

オ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがさ

れている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けているものを除く。

カ 公告日以後に春日部市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成

２４年要綱第４３号）に基づく指名除外を受けている期間がないこと。

（２） JISQ15001（プライバシーマーク）または同等の認証を取得していることととも

に、３回以上の更新実績を有しており、かつ、機密保持に関する社内規程を設けて

いること。

（３） 令和２年度以降に、国又は地方公共団体と男女共同参画基本計画策定業務の契約

を締結し、履行した実績があること。

（４） 仕様書に定める業務を実施することができること。

（５） 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。

７ 日程及び提出書類等

事務等の名称 日程・締切 提出書類等

告示、実施要領等公表 令和８年４月１０日（金）

質問締切 令和８年４月１７日（金）

１７時まで

質問書（様式第１号）

質問に対する回答 令和８年４月２３日（木）

市公式ホームページに掲載
－

プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 申 込

書、業務実績等、業務提

案書提出締切

令和８年５月１１日（月）

１７時まで（必着）

参加申込書及び業務提案書

（様式第２号関係）

見積書

：正本 1 部、副本１０部

第１次審査（書類審査） 令和８年５月１４日（木）まで

選定結果等の通知 令和８年５月１５日（金）

第２次審査（プレゼン） 令和８年５月２５日（月）
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（注）契約候補者との協議が整った場合は、市は速やかに次点者にその旨及び次点者

との協議を行わないことを連絡する。

８ 告示及び実施要領等の公表

（１）告示・公表日

令和８年４月１０日（金）

（２）告示・公表の場所

市公式ホームページにより本募集要領及び様式のダウンロードができる。

９ 説明会

説明会は開催しない。

１０ 質問・回答

（１）質問受付期間

告示・公表日から４月１７日（金）１７時まで

（２）質問書の提出

・質問書（様式１）に質問事項を記載し、電子メールにより総務部人権共生課に送信

すること。

・総務部人権共生課メールアドレス：jinken@city.kasukabe.lg.jp

・メールの件名は、「第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務公募型プロポー

ザルの問い合わせについて（会社名）」とすること。

・提出した場合は、必ず総務部人権共生課に電話をし、電子メールを送信したことを

連絡すること。

・質問は、本募集要領及び仕様書により提出する書類に関する事項に限るものとし、

審査及び評価に係る質問は受け付けない。

（３）質問及び回答の公表

・４月２３日（木）までに市公式ホームページに掲載する。

・質問を行った事業者名等は公表しない。

１１ 業務提案書等の提出

別添「第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務仕様書」等の内容を踏まえ、以

下のとおり提出すること。

（１） 提出の期限、方法及び場所

期限：令和８年５月１１日（月）１７時まで

方法：来庁による窓口提出に限る（郵送不可）

場所：春日部市中央七丁目２番地１

春日部市役所 本庁舎３階 総務部人権共生課

契約候補者との協議 令和８年５月末まで －

次点者との協議 令和８年６月上旬（注） －

契約締結日（予定） 令和８年６月上旬 契約書 ほか

業務の履行開始 契約締結日 －

mailto:jinken@city.kasukabe.lg.jp
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（２） 提出書類

・第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務プロポーザル参加申込書一式

・見積書

提出書類

１ 第４次男女共同参画基本計画策定業務プロポーザル参加申込書

（様式第２号）

・正本には代表者印を押印すること。※副本には押印不要

２ 会社概要書（任意書式）

・パンフレット可

３ 令和２年度以降の同種業務の実績（様式第２－１号）

・直近３件までの同種業務の実績を記載すること（完了した業務に限る）。

４ 業務実施体制（様式第２－１号）

・この業務の実施における、業務実施体制を記載すること。

５ 予定技術者の経歴等（様式第２－２号、第２－３号）

・予定技術者（業務責任者、業務従事者）の経歴等を記載すること。

・同種又は類似業務の実績については、予定技術者が過去に所属していた

企業における実績も含める（完了した業務に限る）。

・参考資料として業務経歴の詳細を示すリーフレット等の提出は認める。

６ 業務提案書（任意様式）

・用紙の大きさは原則Ａ４判とする。

・業務提案書においては、参加申込書内において提示した「予定技術者（業

務責任者、業務従事者）」によって作成されたものを必ず提出すること。

・簡潔明瞭に記載すること。ページ番号を付すること。

（１）業務実施方針

業務を遂行する上での全体的な考え方、方針、専門家としてのノウハウ

について記載すること。

（２）春日部市の男女共同参画の分析にかかる工程・資料等

参考となる自治体事例、本市の各種統計データ、市民意識調査その他の

分析にかかる工程や使用する資料等について記載すること。

（３）施策・指標提案にかかる工程・資料等

春日部市の男女共同参画を推進するための施策・指標提案にかかる工程

や資料等について記載すること。

（４）男女共同参画基本計画について市民理解を深めるための工夫点など

市民理解を深めるための基本計画の構成等の工夫点について記載するこ

と。

７ JISQ15001（プライバシーマーク）等の認証取得を証する書類の写し

８ 見積書（内訳書）（任意様式）

・原本のみ、代表者印を押印すること。

・見積もり金額は、消費税額を除いた額とすること。

・仕様書及び提案内容に基づいて、単価や工数、単位など詳細な積算をした

内訳書を添付すること。

・見積もり金額が予定価格を超える場合は、失格とする。
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（３） 提出部数

正本１部、副本１０部

（４） 注意事項

【第４次春日部市男女共同参画基本計画策定業務提案書】

ア 提出に必要な費用は、全額提出者負担とする。

イ 提出書類に虚偽の記載をした場合、当該プロポーザルを無効とし、以後書類の提

出は受け付けない。

ウ 提出書類の内容について、市が参加者に問い合わせを行った場合は、問い合わせ

を受けた参加者は速やかに回答するものとする。

エ 提出された業務提案書等は、返却しない。

オ 提出書類の提出期限後の差し替え、変更、再提出及び追加は認めない。

カ 提出書類以外に、審査に必要な書類の提出を求めることがある。

キ 提出書類は、春日部市情報公開条例（平成１７年条例第１６号）に基づく公開請

求の対象となる。

【見積書】

ア 仕様書等に基づき、履行期間内に本業務内容を実施するための費用及び仕様書に

規定するもの以外の有用な機能の費用等を予定価格の範囲内で作成すること（代表

者職氏名を記載し、押印すること。）。

イ 金額は、項目ごとに税抜き金額を記入し、総額は税抜き金額と消費税及び地方消

費税込みの金額を分かるように記入すること。

ウ 用紙のサイズは、Ａ４判とする。

エ 見積書の様式は、適宜とする。

オ 提出後は、一切の変更を認めない。

カ 提出された見積書は、返却しない。

１２．審査方法

契約候補者等の選定については、業務提案書等の内容の審査を行ったうえで、総合的

に最も優れた内容であると認められた者を選定する。

なお、契約候補者の審査の対象者が１事業者の場合は、総評価点の７割以上であれば

契約候補者とする。

１３．審査基準

別紙「審査基準表」のとおり

１４．第１次審査（書類審査）

業務提案書等の内容を書類審査し、第２次審査に進む事業者を選定する。

（１） 第１次審査内容

ア 参加資格要件を満たしているか否か審査する。

イ アによる審査を通過した事業者が４者以上であるときは、提出された業務提案書

等の内容、実施体制等の書類審査を行い、第２次審査を実施する事業者３者以内を

選定する。
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（２） 第１次審査通過者への通知

第１次審査の結果は、速やかに書面にて通知する。

１５．第２次審査（プレゼンテーションによる審査）

第１次審査通過者は、５月２５日（正式な日時及び場所は、第１次審査の結果と併せ

て通知する。）に、１事業者につき３０分程度（質疑応答を含む。）プレゼンテーショ

ンを行うものとする。

（１） 注意事項

ア プレゼンテーションは、市に提出した業務提案書等を使用して説明することとし、

資料の差替え及び追加は認めない（スクリーン等に投影して説明する場合を含

む。）。ただし、誤字脱字等がある場合に限り、プレゼンテーション時に説明をす

ることは差し支えない。

イ プレゼンテーションの出席者は、３名以内とする。

（２） 第２次審査結果の通知

第２次審査の結果は、速やかに書面にて通知する。

１６．契約締結に向けての協議

（１） 仕様等の確定について

契約締結に向けて、契約候補者と協議を行うが、契約候補者の選定をもって契約候補

者の業務提案書等に記載された全内容を承認するものではない。

協議において、必要な範囲内において業務提案書等の項目の追加、変更及び削除を行

ったうえで本契約の仕様に反映させることができる。次点者においても同様とする。

（２） 契約金額について

契約金額は原則として、業務提案時に提出した見積額を超えないこととする。

ただし、協議時に業務提案書等に記載された項目に追加等があった場合はこの限りで

はない。

１７．情報公開

選定の過程や評価結果については、春日部市情報公開条例に基づき対応する。

１８．その他

（１） 参加希望者が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア 提出書類の提出期限を過ぎた場合

イ 募集要領に定める事項に違反した場合

ウ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合

エ 募集要領に定める方法以外で選定委員等に対して本案件について接触をはかり又

は接触した事実が認められた場合

オ その他公平な競争の妨げになる行為及び事実があったと市が判断した場合

（２） 業務提案に要する費用は、すべて参加者の負担とする。

（３） プロポーザルの過程で得た情報等は本市に帰属するため、参加希望者はこのこと

に同意のうえ業務提案をすることとする。

（４） 提出された業務提案書等は返却せず市の所有物として組織内で複写・配付を行う

場合がある。
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（５） 本要領に定めのない事項については、競争性及び公平性を考慮のうえ、適宜市が

判断するものとする。

１９．問い合わせ先

春日部市役所総務部人権共生課 担当 内藤

所在地：〒３４４－８５７７ 埼玉県春日部市中央七丁目２番地１

電 話：０４８－７３６－１１３０（直通）

ＦＡＸ：０４８－７３３－３８２５

E-mail：jinken@city.kasukabe.lg.jp

mailto:jinken@city.kasukabe.lg.jp
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【別紙】

審査基準表

１ １次審査（書類審査）

２ ２次審査（プレゼンテーション審査）

項番 審査項目 審査基準等

１ 参加要件の審査
・実施要領６参加資格（１）及び（２）を満たして

いるか

２ 業務実績
・令和２年度以降に、男女共同参画にかかる計画等の

業務実績があるか（契約内容・件数）

３

業務実施体制及び

管理責任者・主たる

担当者の実績

・動員予定人数や業務従事者の専門性について、履行

確実性のある体制がとられているか

・管理責任者・主たる担当者は過去の類似する計画策

定業務の実績があるか（種類・件数）

４ 業務提案

・春日部市の男女共同参画に関する調査・分析の実施

体制があるか

・仕様書に基づき、その目的、条件、内容を十分に

理解した内容となっているか

５ 見積額 ・予定価格と比較して適切か

項番 審査項目 審査基準等

１ 業務提案内容

・男女共同参画への十分な理解があるか

・男女共同参画推進にかかる春日部市の強みや弱みを

分析する提案をしているか

・分析結果を計画へ反映し、春日部市の男女共同参画

を推進するような提案があるか

・業務遂行に対する取組意欲が感じられるか

・説明能力、質疑に対する回答は的確か


